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4 2023（令和5年）

国　税／ 3月分源泉所得税の納付 4月10日
国　税／ 2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

5月1日
国　税／ 8月決算法人の中間申告 5月1日
国　税／ 5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合） 5月1日
地方税／ 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月17日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日～4月20日
 または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／ 軽自動車税の納付
市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／ 労働者死傷病報告（休業4日未満：1月～3月分）
5月1日

　所有者不明土地の発生予防のため、相続又
は遺贈により土地の所有権を取得した相続人
が、一定要件を満たすことで土地を手放して
国庫に帰属できる制度。4月27日から施行され、
制度の利用に当たっては、審査手数料や土地
の性質に応じて算出した10年分の土地管理費
相当額の負担金の納付が必要です。

ワンポイント 相続土地国庫帰属制度

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　
新
聞
等
に
は
毎
日
の
よ
う
に
金
融

に
つ
い
て
の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
日
本
の
金
融
が
、
近
年
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
激
動
と
も
言
え
る
ほ
ど
の

変
貌
を
遂
げ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
金
融
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
金
融

市
場
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
全
体
像

を
説
明
し
ま
す
。

Ⅰ
　
金
融
市
場
と
は  

　
先
ず
、
広
義
の
金
融
市
場
と
は
金

融
市
場
の
全
体
の
こ
と
を
指
し
、
金

融
市
場
は
、
一
言
で
言
う
と
金
融
取

引
を
行
う「
場
」で
す
。

　
先
程
の
広
義
と
い
う
の
は
広
い
意

味
で
の
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

狭
い
意
味
で
の
狭
義
の
金
融
市
場
が

あ
り
ま
す（
下
図
参
照
）。

　
こ
こ
で
の
金
融
取
引
と
は
、
資
金

供
給
者
（
貸
し
手
、
投
資
家
）
と
資

金
調
達
者
（
借
り
手
）
の
取
引
の
こ

と
で
あ
り
、
金
融
市
場
は
金
融
を
取

引
す
る
所（
場
）で
す
。

　
金
融
取
引
は
特
定
の
建
物
で
行
わ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
取
引
総
体
、

つ
ま
り
、
通
信
回
路
を
使
っ
て
の
や

り
取
り
と
か
、
電
話
、
対
面
等
で
行

わ
れ
る
取
引
を
総
合
し
て
金
融
市
場

と
い
う
の
で
す
。

　
で
は
、
報
道
で
ロ
ン
ド
ン
市
場
、

香
港
市
場
等
、
各
都
市
の
名
を
付
け

て
い
る
市
場
、例
え
ば
、「
東
京
市
場
」

と
言
え
ば
、
東
京
証
券
取
引
所
で
行

わ
れ
た
取
引
を
指
し
て
い
る
か
と
い

う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
取

引
所
の
界
隈
の
兜
町
の
証
券
会
社
を

含
め
て
東
京
で
は
相
当
広
く
の
取
引

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅱ
　
金
融
取
引
の
二
形
態  

　
金
融
市
場
で
行
わ
れ
る
金
融
取
引

は
、
大
き
く
分
け
る
と
二
形
態
が
あ

り
ま
す
。

⑴

　相
対（
あ
い
た
い
）取
引

　
相
対
取
引
は
１
対
１
の
取
引
で

す
。
相
対
取
引
の
代
表
的
な
銀
行
取

引
は
、
銀
行
が
企
業
に
融
資
を
行
う

場
合
で
、
銀
行
と
企
業
は
契
約
（
１

対
１
の
取
引
契
約
）を
結
び
ま
す
。

　
他
に
も
、
企
業
と
企
業
が
資
金
を

融
通
し
合
う
場
合
（
企
業
間
信
用
）

や
個
人
対
個
人
の
貸
し
借
り
が
相
対

取
引
に
あ
た
り
ま
す
。

⑵

　市
場
取
引

　
市
場
取
引
は
市
場
を
通
じ
て
多
く

の
貸
し
手
、
多
く
の
借
り
手
（
N
対

N
の
取
引
）が
や
り
と
り
し
ま
す
。

　
こ
の
市
場
取
引
は
狭
義
の
金
融
市

場
と
い
い
ま
す
が
、
通
常
、
お
金
を

必
要
と
す
る
企
業
が
債
券
や
株
式
を

発
行
し
市
場
で
貸
し
手
と
や
り
取
り

を
し
ま
す
が
、
そ
の
間
に
は
誰
も
入

ら
ず
直
接
金
融
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
先
述
の
銀
行
と
企
業
の
取

引
は
間
接
金
融
と
い
い
ま
す
。
預
金

者
か
ら
お
金
を
預
か
っ
た
銀
行
が
企

業
へ
融
資
す
る
取
引
形
態
で
あ
る
か

ら
で
す
。

Ⅲ
　
金
融
市
場
の
基
礎
概
念  

　
金
融
市
場
を
考
え
る
に
は
、
欠
か

せ
な
い
概
念
が
あ
る
の
で
説
明
し
ま

す
。

⑴

　リ
タ
ー
ン

　
リ
タ
ー
ン
と
は
貸
し
手
が
金
融
資

金融市場の分類
短期金融市場
　1年以内

長期金融市場
（資本市場）
　1年超

外国為替市場

金融派生商品市場

インターバンク市場

オープン市場

債券市場
・国債市場
・社債市場
他

株式市場

相対取引
・銀行貸出
・銀行預金
・企業間金融
他

市場取引
狭義・金融市場

金融市場
広義・金融市場

金融市場とは



3─4月号

産
か
ら
得
る
利
益
の
こ
と
で
す
。

　
先
述
の
間
接
金
融
の
場
合
、
銀
行

は
預
金
者
の
資
金
を
元
手
と
し
て
企

業
に
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

預
金
者
は
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
る

と
み
な
し
ま
す
。
そ
し
て
、
利
子
を

得
ま
す（
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
）。

　
一
方
、
直
接
金
融
の
場
合
は
、
イ

ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

ン
の
リ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
は
、
株
式
取
得

者
は
配
当
、
債
券
の
場
合
は
利
子
で

す
。

　
で
は
、
株
式
・
債
券
と
も
キ
ャ
ピ

タ
ル
ゲ
イ
ン
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
株
式
・
債
券
と
も
に

自
由
に
市
場
で
売
り
買
い
で
き
、
ま

た
値
動
き
が
あ
り
ま
す
。

　
買
っ
た
と
き
よ
り
も
売
り
た
い
と

思
っ
て
売
っ
た
と
き
に
差
益
が
得
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
、

値
動
き
に
伴
う
差
益
が
キ
ャ
ピ
タ
ル

ゲ
イ
ン
で
す
。
ゲ
イ
ン
と
言
い
ま
す

が
、
プ
ラ
ス
ば
か
り
で
は
な
く
マ
イ

ナ
ス
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

⑵

　リ
ス
ク

　
一
般
的
に
リ
ス
ク
は
リ
タ
ー
ン
と

ペ
ア
で
説
明
さ
れ
ま
す
。

　
金
融
の
前
提
と
し
て
、
通
常
、
貸

し
手
は
、
リ
タ
ー
ン
が
同
じ
で
あ
れ

ば
リ
ス
ク
の
低
い
方
を
好
み
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

リ
ス
ク
が
高
ま
れ
ば
リ
タ
ー
ン
も
高

く
な
る
は
ず
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ロ
ー
リ
ス
ク
で
ロ
ー
リ
タ
ー
ン
の

運
用
か
、ハ
イ
リ
ス
ク
で
ハ
イ
リ
タ
ー

ン
の
運
用
か
は
好
み
に
よ
る
で
し
ょ

う
。

　
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
お
金

に
余
裕
が
あ
る
人
は
リ
ス
ク
を
取
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
（
デ
ー
タ
で
分
析

し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
・

ピ
ケ
テ
ィ
ー
）。
　

⑶

　情
報
の
非
対
称
性

　
情
報
の
非
対
称
性
と
は
、
経
済
取

引
に
お
い
て
、
取
引
当
事
者
（
買
い

手
と
売
り
手
）
の
各
々
が
持
つ
情
報

に
格
差
が
あ
る
状
態
を
言
い
ま
す
。

　
通
常
、
買
い
手
は
商
品
の
品
質
な

ど
の
情
報
を
詳
し
く
把
握
し
て
い
な

い
一
方
、
売
り
手
は
詳
細
を
知
っ
て

い
る
の
が
一
般
的
で
す
。
中
古
車
市

場
を
考
え
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
非
対
称
性
の
視
点
か
ら
金

融
市
場
の
整
理
を
し
ま
す
。

イ
　
相
対
取
引

　
　
情
報
の
非
対
称
性
が
強
い
の
で

借
り
手
に
向
く
取
引
形
態
と
言
え

ま
す
。
貸
し
手
は
審
査
や
貸
し
出

し
後
の
フ
ォ
ロ
ー
の
必
要
性
が
高

く
な
り
ま
す
。

　
　
つ
ま
り
、借
り
手
は
貸
し
手（
多

く
の
場
合
、
銀
行
）
が
納
得
す
れ

ば
取
引
が
で
き
ま
す
。

ロ
　
市
場
取
引

　
　
情
報
の
非
対
称
性
が
弱
い
借
り

手
に
市
場
取
引
は
向
き
ま
す
。
と

い
う
の
は
審
査
や
貸
し
出
し
後
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
必
要
性
が
弱
い

か
ら
で
す
。

　
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
取
引
に
は

借
り
手
は
〝
格
付
け
〞
が
必
要
で

あ
り
、
多
く
の
情
報
を
発
信
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
の
取
引
は
、
借
り
手
は
有
価

証
券
を
発
行
し
て
市
場
経
由
で
幅

広
い
貸
し
手
か
ら
資
金
調
達
を
行

い
ま
す
し
、
貸
し
手
は
証
券
の
転

売
が
可
能
で
す
。

　
　
市
場
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
結
論
か
ら
言

え
ば
、
相
対
取
引
を
や
ろ
う
と
す

れ
ば
で
き
る
、
つ
ま
り
、
ど
ち
ら

の
取
引
も
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

Ⅳ
　
狭
義
の
金
融
市
場
の
機
能  

　
狭
義
の
金
融
市
場
を
作
る
に
は
大

き
な
費
用
が
掛
か
り
ま
す
が
、
取
引

相
手
の
検
索
や
条
件
交
渉
の
労
力
を

著
し
く
削
減
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
取
引
費
用
削
減
と
並
ん
で

市
場
に
は
価
格
発
見
機
能
が
あ
り
ま

す
。
様
々
な
情
報
を
持
つ
貸
し
手
が

参
加
し
、
そ
の
情
報
が
価
格
に
反
映

さ
れ
ま
す
。
　

　
さ
て
、
価
格
形
成
で
す
が
、
市
場

の
価
格
は
割
引
現
在
価
値
で
計
算
さ

れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
利
子
率
10
％

と
す
る
と
、
現
在
の

１
０
０
０
円
と
１
年
後
の

１
１
０
０
円
は
等
し
い
。

　
１
０
０
０
＋
１
０
０
０

×
０
・
1
＝
１
１
０
０

　
１
年
後
の
１
１
０
０
円

の
評
価
は
〔
１
＋
利
子
率
〕
で
割
っ

た
値
が
割
引
現
在
価
値
と
な
り
ま

す
。

　
前
記
の
式
で
す
が
分
子
は
１
よ
り

大
き
い
の
で
現
在
価
値
は
将
来
価
値

よ
り
値
が
小
さ
く
な
り
ま
す
。

　
市
場
で
は
い
ろ
い
ろ
な
金
融
商
品

が
あ
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
価
格
差

が
生
じ
、こ
の
価
格
差
を
利
用
し（
価

格
の
裁
定
）
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が

市
場
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 1100

=
1100

= 1000
1+0.1 1.1



4 月号─4

　
契
約
な
ど
に
よ
っ
て
債
務
を
負
っ

て
い
る
人
が
、
そ
の
債
務
を
履
行
し

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害

を
与
え
た
場
合
、
そ
の
相
手
方
は
民

法
４
１
５
条
に
基
づ
き
損
害
の
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
、

他
人
の
権
利
や
法
律
上
保
護
さ
れ
る

利
益
を
侵
害
し
た
人
は
、
民
法

７
０
９
条
に
基
づ
き
、
そ
の
損
害
を

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、

損
害
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
で
解
決

を
図
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
や
受
け

取
っ
た
場
合
に
は
、
様
々
な
税
務
の

取
り
扱
い
が
あ
り
ま
す
。

１
　
支
払
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴

　法
人
の
場
合

　
法
人
が
損
害
賠
償
金
を
支
払
っ
た

場
合
、
そ
の
損
害
賠
償
金
の
対
象
と

な
っ
た
行
為
な
ど
が
、
①
法
人
の
業

務
の
遂
行
に
関
連

す
る
も
の
か
関
連

し
な
い
も
の
か
と
、

②
そ
の
行
為
が
故

意
ま
た
は
重
過
失

に
基
づ
く
も
の
か

基
づ
か
な
い
も
の

か
、
の
２
つ
の
判

断
基
準
に
よ
っ

て
、
取
り
扱
い
が

異
な
り
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　
法
人
の
業
務
の

遂
行
に
関
連
す
る

も
の
で
、
か
つ
、

故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
基
づ
か

な
い
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
は
、

支
出
し
た
損
害
賠

償
金
相
当
額
は
給
与
以
外
の
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
一
方
、
法
人
の
業
務
の
遂
行
に
関

連
し
な
い
行
為
や
、
故
意
ま
た
は
重

大
な
過
失
に
基
づ
く
行
為
に
よ
る
損

害
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
そ

の
損
害
賠
償
金
相
当
額
は
行
為
を
行

な
っ
た
役
員
や
使
用
人
に
対
す
る
債

権
に
な
り
ま
す
。
な
お
こ
の
債
権
に

つ
い
て
、
役
員
や
使
用
人
の
支
払
能

力
な
ど
か
ら
み
て
求
償
で
き
な
い
た

め
に
貸
倒
れ
を
し
た
場
合
は
、
そ
の

経
理
処
理
は
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
回

収
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部

分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
員

や
使
用
人
に
対
す
る
給
与
と
さ
れ
ま

す
。

⑵

　個
人
事
業
主
の
場
合

　
個
人
事
業
主
が
損
害
賠
償
金
を
支

払
っ
た
場
合
、
事
業
主
が
加
害
者
の

場
合
と
使
用
人
が
加
害
者
の
場
合

で
、
取
り
扱
い
が
大
き
く
異
な
り
ま

す（
表
２
参
照
）。

　
事
業
主
が
加
害
者
の
場
合
、
事
故

が
業
務
に
関
連
の
な
い
も
の
は
必
要

経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
事
故

が
業
務
に
関
連
し
て
い
て
も
、
事
故

原
因
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が

あ
る
場
合
も
、
必
要
経
費
に
な
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
酒
気
帯
び
運
転
や

表１　支払った損害賠償金の取り扱い（法人）
故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 給与以外の損金算入 役員等に対する債権
なし 役員等に対する債権

表２　支払った損害賠償金の取り扱い（個人事業主）

加害者　事業主 故意または重過失でない 故意または重過失

業務の
関連性

あり 必要経費算入 必要経費不算入
なし 必要経費不算入

加害者　使用人 事業主の
故意または重過失でない

事業主の
故意または重過失

業務の
関連性

あり
必要経費算入 必要経費不算入

なし
立場上やむを得ず負担

それ以外 必要経費不算入

損害賠償金の

取り扱いについて
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事
情
に
よ
り
実
際

に
支
払
わ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
損
害
賠
償

金
に
つ
い
て
は
、

実
際
に
支
払
い
を

受
け
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
の
益

金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
（
図

１
参
照
）。

　
な
お
、
実
際
に

支
払
い
を
受
け
た

日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
益
金
の
額

に
算
入
し
た
場
合

で
も
、
被
害
を

被
っ
た
法
人
は
、

被
っ
た
損
害
に
係

る
損
失
の
金
額
に

つ
い
て
は
、
保
険

金
な
ど
に
よ
っ
て

補
て
ん
さ
れ
る
部

分
の
金
額
を
除

き
、
損
害
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵

　個
人
事
業
主
の
場
合

　
個
人
が
、
心
身
に
加
え
ら
れ
た
損

信
号
無
視
な
ど
に
よ
る
事
故
は
、
特

別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
重
大
な
過

失
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
使
用
人
が
加
害
者
の
場
合
、
そ
の

使
用
人
の
行
為
に
関
し
て
事
業
主
に

故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
場

合
は
、
た
と
え
使
用
人
に
故
意
ま
た

は
重
大
な
過
失
が
な
く
て
も
、
事
業

主
の
必
要
経
費
に
な
り
ま
せ
ん
。
逆

に
、
事
業
主
に
故
意
ま
た
は
重
大
な

過
失
が
な
い
場
合
は
、
使
用
人
に
故

意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
か
ど

う
か
を
問
わ
ず
、
業
務
に
関
連
す
る

も
の
は
必
要
経
費
に
な
り
ま
す
。
ま

た
業
務
に
関
連
し
な
い
も
の
で
も
、

家
族
従
業
員
以
外
の
使
用
人
で
雇
用

主
の
立
場
上
や
む
を
得
ず
負
担
し
た

も
の
に
つ
い
て
も
、
事
業
主
の
必
要

経
費
に
な
り
ま
す
。

２
　
受
け
取
っ
た
損
害
賠
償
金

⑴

　法
人
の
場
合

　
法
人
が
他
の
者
か
ら
損
害
賠
償
金

の
支
払
い
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
損

害
賠
償
金
相
当
額
を
益
金
の
額
に
算

入
し
ま
す
。
益
金
の
額
に
算
入
す
る

時
期
は
、
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が

確
定
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
で

す
。
た
だ
、
金
額
が
確
定
し
て
も
相

手
方
に
支
払
い
能
力
が
な
い
な
ど
の

る
と
し
て
も
、
仕
入
税
額
控
除
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
損
害
賠
償
金
は
対
価
と

し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
す
。

　
し
か
し
、
例
え
ば
損
害
を
受
け
た

製
品
な
ど
の
棚
卸
資
産
が
加
害
者
に

引
き
渡
さ
れ
、
そ
の
資
産
が
そ
の
ま

ま
使
用
で
き
る
よ
う
な
場
合
や
、
特

許
権
や
商
標
権
な
ど
の
権
利
の
侵
害

を
受
け
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害
賠

償
金
で
権
利
の
使
用
料
に
相
当
す
る

場
合
、
事
務
所
の
明
け
渡
し
が
期
限

よ
り
遅
れ
た
た
め
に
受
け
取
る
損
害

賠
償
金
で
賃
貸
料
に
相
当
す
る
場
合

な
ど
、
対
価
性
が
認
め
ら
れ
る
損
害

賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
の
課

税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

害
に
つ
い
て
支
払
い
を
受
け
る
損
害

賠
償
金
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
非
課

税
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
治
療
費
と

し
て
受
け
取
っ
た
金
額
は
、
医
療
費

を
補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
医
療

費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
個
人
事
業
主
が
事
業
所
得
の
必
要

経
費
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
受
け
取

る
損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
既
に

必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
た
費
用
や
将

来
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
費
用
を

補
て
ん
す
る
も
の
な
の
で
、
事
業
所

得
の
総
収
入
金
額
に
算
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

３
　
消
費
税
の
取
り
扱
い

　
消
費
税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
も

の
は
、
①
国
内
取
引
、
②
事
業
者
が

事
業
と
し
て
行
う
取
引
、
③
対
価
性

が
あ
る
も
の
、
④
資
産
の
譲
渡
・
貸

付
・
役
務
の
提
供
、
の
４
要
件
を
満

た
す
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
心
身
ま
た
は
資
産
に
つ
い
て
加
え

ら
れ
た
損
害
の
発
生
に
伴
っ
て
受
け

る
損
害
賠
償
金
は
、
消
費
税
の
課
税

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
損
害

賠
償
金
の
支
払
い
者
も
、
た
と
え
損

害
賠
償
金
に
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い

図１　損害賠償金の益金算入時期

損害発生 損害賠償金の支払額確定 損害賠償金の受領

益金算入（原則） 益金算入　可
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一

　介
護
休
業
等
■
■
■
■
■
■
■

⑴

　制
度
の
全
容

　
育
児
・
介
護
休
業
法
に
定
め
ら
れ

て
い
る
「
介
護
」
に
関
す
る
制
度
に

は
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
　
介
護
休
業

・
　
介
護
休
暇

・
　
所
定
外
労
働
の
制
限

・
　
時
間
外
労
働
の
制
限

・
　
深
夜
業
の
制
限

・
　
所
定
労
働
時
間
短
縮
等
の
措
置

　
今
回
は
、
主
に
制
度
概
要
を
見
て

い
き
ま
す
。
実
施
手
続
き
や
適
用
除

外
者
等
の
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
い
る

「
育
児
・
介
護
休
業
法
の
あ
ら
ま
し
」

な
ど
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

⑵

　介
護
休
業

①
　
概
要

　
　
要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族

１
人
に
つ
き
通
算
93
日
ま
で
、
３

回
を
上
限
と
し
て
分
割
し
て
休
業

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
こ
こ
で
い
う
「
要
介
護
状
態
」

と
は
、
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護

状
態
区
分
が
要
介
護
２
以
上
で
あ

る
場
合
や
、
介
護
保
険
制
度
の
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
２
週
間
以
上
の
期
間

に
わ
た
り
介
護
が
必
要
な
状
態
の

と
き
に
は
対
象
と
な
り
ま
す
（
以

下
同
様
）。

　
　
ま
た
、「
対
象
家
族
」
と
は
、

配
偶
者
（
事
実
婚
を
含
む
）、
父

母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
孫
を
い
い
ま

す（
以
下
同
様
）。

②
　
申
出

　
　
労
働
者
は
、
希
望
ど
お
り
の
日

か
ら
休
業
す
る
た
め
に
は
、
介
護

休
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の

２
週
間
前
ま
で
に
申
し
出
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
　
こ
れ
よ
り
遅
れ
た
場
合
、
事
業

主
は
、
労
働
者
が
休
業
を
申
し
出

た
日
以
後
２
週
間
経
過
日
ま
で
の

間
の
い
ず
れ
か
の
日
を
休
業
開
始

日
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

⑶

　介
護
休
暇

①
　
概
要

　
　
通
院
の
付
き
添
い
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
必
要
な
手
続
き
な
ど
を
行

う
た
め
に
、
１
年
度
に
お
い
て
５

日
（
対
象
家
族
が
２
人
以
上
の
場

合
は
年
10
日
）
を
限
度
と
し
て
、

１
日
又
は
時
間
単
位
で
介
護
休
暇

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
介
護
休
暇
は
、
労
働
基
準
法
第

39
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休

暇
と
は
別
に
与
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
休
暇
を
有
給
と
す

る
か
否
か
は
企
業
の
定
め
に
よ
り

ま
す
。

　
　
前
記
の
「
１
年
度
」
と
は
、
事

業
主
が
特
に
定
め
を
し
な
い
場
合

に
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

②
　
申
出

　
　
介
護
休
暇
は
、「
○
週
間
前
ま

で
に
申
出
」
の
よ
う
な
申
出
期
限

の
定
め
が
な
く
、
口
頭
で
の
申
出

も
可
能
で
す
。

　
　
当
日
の
電
話
等
の
申
出
で
も
取

得
を
認
め
、
書
面
の
提
出
等
を
求

め
る
場
合
は
事
後
と
な
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑷

　所
定
外
労
働
の
制
限

①
　
概
要

　
　
事
業
主
は
、
要
介
護
状
態
に
あ

る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者

が
請
求
し
た
場
合
は
、
事
業
の
正

常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除

き
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労

働
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

②
　
請
求

　
　
制
限
の
請
求
は
、１
回
に
つ
き
、

１
か
月
以
上
１
年
以
内
の
期
間
に

　
高
齢
者
人
口
の
増
加
と
と
も
に
介

護
を
必
要
と
す
る
人
の
数
は
増
加
し

て
お
り
、
今
後
も
そ
の
傾
向
が
続
く

こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
介
護
は
、
育
児
と
異
な
り
突
発
的

に
発
生
す
る
こ
と
や
、
介
護
を
行
う

期
間
・
方
策
も
多
種
多
様
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
が
困

難
に
な
っ
て
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
仕
事
と
介
護
を
両
立
し

や
す
く
す
る
た
め
の
介
護
休
業
等（
育

児
・
介
護
休
業
法
）
や
介
護
休
業
中

の
収
入
の
減
少
を
補
う
介
護
休
業
給

付
（
雇
用
保
険
）
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。 家族を介護する

労働者の
介護休業等
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つ
い
て
、
開
始
の
日
及
び
終
了
の

日
を
明
ら
か
に
し
て
、
制
限
開
始

予
定
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
ま
た
、
こ
の
請
求
は
、
要
介
護

状
態
に
あ
る
対
象
家
族
が
い
る
限

り
、
介
護
終
了
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
何
回
も
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
　
な
お
、
所
定
外
労
働
の
制
限
の

期
間
は
、
労
働
者
の
意
思
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
場
合
に
終
了
し
ま

す
。

・
　
対
象
家
族
を
介
護
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
場
合

・
　
所
定
外
労
働
の
制
限
を
受
け

て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
産

前
・
産
後
休
業
、
育
児
休
業
又

は
介
護
休
業
が
始
ま
っ
た
場
合

⑸

　時
間
外
労
働
の
制
限

①
　
概
要

　
　
事
業
主
は
、
要
介
護
状
態
に
あ

る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者

が
、
そ
の
対
象
家
族
を
介
護
す
る

た
め
に
請
求
し
た
場
合
は
、
事
業

の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を

除
き
、１
か
月
に
つ
い
て
24
時
間
、

１
年
に
つ
い
て
１
５
０
時
間
を
超

え
る
時
間
外
労
働
を
さ
せ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

②
　
請
求

　
　
時
間
外
労
働
の
制
限
の
請
求

は
、「
⑷
　
所
定
外
労
働
の
制
限
」

の
請
求
と
同
様
で
す
。

⑹

　深
夜
業
の
制
限

①
　
概
要

　
　
事
業
主
は
、
要
介
護
状
態
に
あ

る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者

が
、
そ
の
対
象
家
族
を
介
護
す
る

た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
事
業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ

る
場
合
を
除
き
、
深
夜
（
午
後
10

時
か
ら
午
前
５
時
ま
で
）
に
お
い

て
労
働
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

②
　
請
求

　
　
制
限
の
請
求
は
、１
回
に
つ
き
、

１
か
月
以
上
６
か
月
（
※
）
以
内

の
期
間
に
つ
い
て
、
開
始
の
日
及

び
終
了
の
日
を
明
ら
か
に
し
て
、

制
限
開
始
予
定
日
の
１
か
月
前
ま

で
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
こ
の
請
求
は
、
何
回
も
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
「
⑷
　
所
定
外
労
働
の
制
限
」

と「
⑸
　
時
間
外
労
働
の
制
限
」

は
、「
１
年
」
以
内
で
し
た
が
、

深
夜
業
の
制
限
は
「
６
か
月
」

以
内
の
期
間
が
制
限
の
対
象
で

す
。

⑺

　所
定
労
働
時
間
短
縮
等
の
措
置

　
事
業
主
は
、
要
介
護
状
態
に
あ
る

対
象
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者
に
つ

い
て
、
就
業
し
つ
つ
対
象
家
族
の
介

護
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
措
置

と
し
て
、
連
続
す
る
３
年
間
以
上
の

期
間
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
の
短

縮
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
労
働
者
が
就
業
し
つ
つ
要
介
護
状

態
に
あ
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
こ

と
を
容
易
に
す
る
措
置
は
、
２
回
以

上
利
用
で
き
る
措
置
（
エ
を
除
き
ま

す
。）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
に
よ
り
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

ア
　
短
時
間
勤
務
の
制
度

イ
　
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
制
度

ウ
　
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
を
繰
り

上
げ
又
は
繰
り
下
げ
る
制
度
（
時

差
出
勤
の
制
度
）

エ
　
労
働
者
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
費
用
の
助
成
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
制
度

二

　介
護
休
業
給
付
■
■
■
■
■
■

⑴

　概
要

　
介
護
休
業
給
付
金
は
、
要
介
護
状

態
に
あ
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
雇

用
保
険
の
被
保
険
者
が
介
護
休
業
を

取
得
し
た
場
合
に
、
支
給
対
象
と
な

る
家
族
に
つ
い
て
93
日
を
限
度
に
３

回
ま
で
に
限
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
介
護
休
業
給
付
の
受
給
資
格
は
、

介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
前
２
年
間

に
、
原
則
と
し
て
被
保
険
者
期
間
が

12
か
月
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑵

　手
続
き

　
介
護
休
業
給
付
の
申
請
手
続
は
、

原
則
と
し
て
、
事
業
主
を
経
由
し
て

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
被
保
険
者
本
人
が
希
望

す
る
場
合
は
、
本
人
が
申
請
手
続
き

を
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

⑶

　支
給
額

　
介
護
休
業
給
付
の
１
支
給
単
位
期

間
ご
と
の
給
付
額
は
、「
休
業
開
始

時
賃
金
日
額
（
※
１
）
×
支
給
日
数

（
※
２
）×
67
％
」（
上
限
あ
り
）に
よ

り
計
算
し
ま
す
。

※
１ 

　
介
護
休
業
開
始
前
６
か
月
間

の
総
支
給
額
（
賞
与
を
除
く
）

を
１
８
０
で
除
し
て
算
出
し
た

額
。

※
２ 

　
１
支
給
単
位
期
間
の
支
給
日

数
は
、
原
則
と
し
て
、
30
日（
た

だ
し
、
介
護
休
業
終
了
日
を
含

む
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て

は
、
そ
の
介
護
休
業
終
了
日
ま

で
の
期
間
）で
す
。



4 月号─8

　日本では「円」が使われていますし、ア
メリカでは「ドル」、中国では「人民元」、
韓国では「ウォン」、タイでは「バーツ」とそ
れぞれ、各国は法貨（法律で定められた通貨）
により経済活動を行っています。
　また、ヨーロッパでは共通通貨の「ユーロ」
が使われています。
　TVでもよく出てくる通貨、ここでは「ド
ル、ポンド、円」について、どうしてこの
ような名称になったか、その由来について
簡単に触れてみましょう。
　先ず、「ドル」という名称はヨーロッパの
最初の通貨名であるターラーに由来します。
　植民地時代のアメリカでは南北アメリカ
で流通していたスペインドルが使われてい
ました。1792年に貨幣法が制定されてド
ルが通貨単位となり、19世紀にはドルの
記号として“＄”が使われるようになりま
した。これはスペインの頭文字Sに地中海

の入口であるジブラルタル海峡にある左右
の峡谷を示す2本の棒を組み合わせたもの
だと言われています（その他の説もありま
すが）。
　イギリスの「ポンド」は重量単位がその
まま貨幣単位になったものです。古代ロー
マの度量単位であるラテン語「libra」がポ
ンドに相当します。重量のポンドをIb（1Ib
＝約454g）と書きます。記号は、Lの文字
を表す£がポンドを示します。
　日本の「円」は、明治初期に大隈重信が
中心になって近代貨幣制度を作ったときに、
それまでの「両」を代表する単位から改め
られました。
　新しい貨幣を造るために輸入された香港
造幣局の機械がすでに「香港一円」、「半円」
などと刻印された貨幣を鋳造していた事実
もあり、更に、貨幣の形状を外国に倣って
円形にしたことから通称名を円にしたとも
言われています（その他にも円の語源につ
いてはいろいろ説があります）。

各国の通貨名

　家族等が亡くなった直後は、葬儀社や親
戚の打合せ等に必死で、遺体が葬儀場に送
られて姿が見えなくなった途端に大粒の涙
が頬を伝わり涙が出続ける。しかし、その
後は冷静に家族の者と話をしている。
　このような場合、多分、最初は頭の中で
は家族等が亡くなった事実だけに捉われ、
脳が硬直し機能しなくなっていたものが、
涙を流すことによって脳の状態がリセット
されたのだとも考えられます。
　人が涙を流すのは悲しい時、幸福の絶頂
期、感動したり共感した時、等々です。
　涙が脳のストレスを減らす働きに着目し、
最近ではそれを「涙活」として受け入れよ
うとする人もいるそうです。
　中小企業経営者の方は、辛いこと、怒る
こと、感情的な感覚がほとばしることがし
ばしば起こります。涙を流すことは安直な
解決であると決めつけず、思い切って涙を
流すことの効果を考えてください。

涙の効果
　商
店
街
の
活
性
化
を
助
言
し
て
い

る
K
氏
。
K
氏
の
活
性
化
策
と
は
。

　―
商
店
街
と
い
う
地
域
が
豊
か
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
地
域
内
で

お
金
が
ど
れ
だ
け
循
環
し
て
い
る
か

ど
う
か
で
わ
か
り
ま
す
。

　商
店
街
に
は
米
屋
さ
ん
、
八
百
屋

さ
ん
、
魚
屋
さ
ん
、
パ
ン
屋
さ
ん
、

文
具
店
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
コ
ン

ビ
ニ
店
等
い
ろ
い
ろ
で
す
。

　よ
く
買
い
物
を
す
る
店
と
い
っ
て

も
業
種
や
扱
う
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に

よ
っ
て
頻
度
に
は
差
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
客
様
は
よ
く
行
く
な
じ

み
の
店
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、更
に
、

も
う
一
つ
、
二
つ
、
三
つ
と
な
じ
み

の
店
を
増
や
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ

の
地
域
で
の
お
金
が
徐
々
に
増
え
て

い
き
ま
す
。
一
方
、
商
店
も
地
域
の

方
々
か
ら
支
持
さ
れ
る
よ
う
、
更
な

る
努
力
が
必
要
で
す
。
―

　こ
の
よ
う
に
し
て
、地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
地
域

の
活
性
化
だ
と
言
い
ま
す
。

商
店
街
活
性
化

発行


